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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード  7072
2025年12月４日

東京都港区六本木三丁目５番27号

株式会社インティメート・マージャー
代表取締役社長 簗島　亮次

■1  日　　時 2025年12月19日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
■2  場　　所 東京都港区六本木三丁目５番27号

株式会社インティメート・マージャー本社会議室
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

■3  目的事項

報告事項 1．第13期（2024年10月1日から2025年９月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

2．第13期（2024年10月1日から2025年９月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　取締役３名選任の件
第２号議案　取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権付与

のための報酬決定の件

第13期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第13期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
　当社ウェブサイト https://corp.intimatemerger.com
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ」「ＩＲライブラリー」「株主総会」を順に選択いた
だき、ご確認ください。）
　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しており
ますので、以下よりご確認ください。
　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「インティメート・マージャー」又は「コ
ード」に当社証券コード「7072」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
　なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類
をご検討のうえ議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年12月18日（木曜日）午後７時ま
でに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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招集ご通知

　● 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいます
ようお願い申しあげます。

　● 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第
14条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成
するに際して監査をした対象書類の一部であります。

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修
正後の事項を掲載いたします。
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取締役選任議案

第１号議案 取締役３名選任の件

候補者
番号

氏名 候補者属性 現在の当社における地位・担当
取締役会
出席状況

 (2025年度)

１
や な

簗
し ま

島
 

　
りょう

亮
じ

次 再任

代表取締役社長
データビジネス事業本部長
コーポレート・コミュニケーション室長
管理本部長

15/15回
100%

２
き

木
む ら

村
 

　
ゆ う

祐
い ち

一 再任
　

取締役開発本部長
15/15回
100%

３
て ら

寺
か ど

門
 

　
しゅん

峻
す け

佑 再任 社外 独立
　

社外取締役
15/15回
100%

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所届出独立役員候補者

株主総会参考書類

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、１名減員し取締役３名の選任をお願い
するものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

4



2025/11/25 12:13:07 / 25267018_株式会社インティメート・マージャー_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者番号

1 や な

簗
し ま

島
 

　
りょう

亮
じ

次 （1984年４月23日生）

所有する当社の株式数……………… 421,400株
取締役会出席状況…………………… 15/15回　

　

再 任
　
［略歴、当社における地位及び担当］

    2010年    4 月 グリー株式会社 入社
    2012年    12月 株式会社フリークアウト（現 株式会

社フリークアウト・ホールディング
ス） 入社

    2013年    6 月 当社設立 代表取締役社長就任（現
任）

    2020年    3 月 クレジットスコア株式会社設立 代表
取締役社長就任（現任）

    2020年    3 月 Priv Tech株式会社 取締役就任　

    2020年    6 月 当社 プラットフォーム事業本部長就
任

    2021年    6 月 当社 コーポレート・コミュニケーシ
ョン室長就任（現任）

2023年11月 当社 データビジネス事業本部長就任
（現任）

2024年    7 月 当社 管理本部長就任（現任）

　

取締役候補者とした理由
簗島 亮次氏は、2013年６月に当社を設立し、経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広
い見識を活かし、引き続き当社グループの長期的な企業価値の向上及びガバナンスの強化に資することが期
待されるため、取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
クレジットスコア株式会社 代表取締役社長
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取締役選任議案

候補者番号

２ き

木
む ら

村
 

　
ゆ う

祐
い ち

一 （1976年１月27日生）

所有する当社の株式数……………… 2,000株

取締役会出席状況…………………… 15/15回　
　

再 任
　
［略歴、当社における地位及び担当］

    2001年    4 月 ヤフー株式会社（現　LINEヤフー株
式会社） 入社

    2010年    7 月 グリー株式会社 入社
    2015年    4 月 ヤフー株式会社（現　LINEヤフー株

式会社）  入社
    2018年    6 月 PayPay株式会社 入社
    2019年    7 月 当社入社　

    2019年    11月 当社開発本部長就任
   2021年    12月 当社取締役開発本部長就任（現任）

2024年７月 クレジットスコア株式会社 取締役就任
（現任）　

取締役候補者とした理由
木村 祐一氏は、テクノロジー全般における豊富な経験と見識を活かし、引き続き当社の事業拡大への貢献
が期待されるため、取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
クレジットスコア株式会社 取締役

　

6



2025/11/25 12:13:07 / 25267018_株式会社インティメート・マージャー_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者番号

３ て ら

寺
か ど

門
 

　
しゅん

峻
す け

佑 （1984年９月16日生）

所有する当社の株式数……………… －

取締役会出席状況…………………… 15/15回　
　

再 任
社 外
独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］

    2010年    12月 東京弁護士会登録
    2011年    1 月 TMI総合法律事務所 入所
    2017年    8 月 クイン・エマニュエル・アークハー

ト・サリバン法律事務所 入所
    2018年    1 月 Wikimedia Foundation, Inc. 入所
    2018年    7 月 SORAINEN法律事務所 入所
    2018年    8 月 ニューヨーク州弁護士資格取得
    2018年    9 月 TMI総合法律事務所復帰
    2018年    10月 情報処理安全確保支援士登録
    2019年    12月 TMIプライバシー＆セキュリティコン

サルティング株式会社取締役就任(現
任)

    2020年    4 月 一般社団法人情報処理安全確保支援士
会 理事就任　

    2020年    6 月 滋賀大学データサイエンス学部 インダ
ストリアルアドバイザー就任（現任）

    2021年    1 月 TMI総合法律事務所 パートナー就任
（現任）

    2021年    12月 当社社外取締役 就任（現任）
    2022年    6 月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役監

査等委員就任（現任）
2024年    2 月 国立研究開発法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構 技術委員 就任（現
任）

2024年    4 月 一橋大学法科大学院 兼任教員（ワール
ド・ビジネス・ロー） 就任（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
寺門 峻佑氏は、弁護士としての高い専門知識と経験を有しており、法的な観点から当社の経営に対する的
確な助言及び意見が期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
TMI総合法律事務所 パートナー
TMIプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社 取締役
滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー
RIZAPグループ株式会社 社外取締役監査等委員
国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術委員
一橋大学法科大学院 兼任教員（ワールド・ビジネス・ロー）

　
(注) １. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 寺門 峻佑氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって寺門 峻佑氏は４年
となります。

３. 当社は、寺門 峻佑氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。再任が承認された場合、同契約を
継続する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職
務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって補填す
ることとしております。（ただし、被保険者が利益または便宜の提供を違法に得た場合や犯罪行為または法令違反行為であることを認識し
て行った場合を除く）。各候補者の再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時にお
いても同内容で更新を予定しております。

５. 当社は、寺門 峻佑氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

7



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/11/25 12:13:07 / 25267018_株式会社インティメート・マージャー_招集通知_電子提供措置用

取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定議案

第２号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株
予約権付与のための報酬決定の件

当社の持続的な企業価値向上図るためのインセンティブを取締役（以下、「対象取締役」という。）に与えるととも
に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権に関する
報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであります。

 １．ストック・オプションに関する報酬等の額
　当社の取締役の報酬等の額は、2019年6月14日開催の臨時株主総会において年額3億円以内（ただし、使用人分
給与は含まない）とすること、また、これとは別枠で2022年12月21日開催の定時株主総会において、取締役（社
外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額50百万円以内とす
ること（以下、「現行のストック・オプション制度」という。）について決議しております。
　このたび、対象取締役に対して、より一層当社の業績向上に対する意欲や士気を喚起するインセンティブを付与す
るとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対し、
ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬を、年額12,000千円以内、複数の事業年度をインセンティ
ブの対象期間とする場合には、年額12,000千円に対象事業年度数を乗じた金額以内（ただし、使用人兼務取締役の
使用人分給与を含みません。）で支給すること につきご承認をお願いいたします。
　本議案は、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定しており、その内容は相当であ
ると考えております。
　なお、本議案が承認可決された場合には、既に付与済みのものを除き、現行のストック・オプション制度は廃止す
ることとし、今後、当該制度に基づく新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
　報酬として付与される新株予約権の具体的な付与の時期及び割当数は、取締役会の決議により、上記報酬等の総額
の範囲内で決定いたします。ストック・オプションとして発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において
算定した新株予約権１個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じた額となります。ここでいうところ
の割当日における新株予約権１個当たりの公正価額の算定については、新株予約権の公正価額の算定のために一般的
に利用されている算定方法を用いることとしております。
　また、本件のストック・オプションとしての新株予約権については、その割当てに際して公正価額を基準として定
める払込金額の払込みに代えて、本議案によるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等に基づく対
象取締役の報酬債権をもって相殺する方法により払込がなされることを予定しております。
　なお、現在の取締役は４名（うち、社外取締役２名）であり、第１号議案が原案通り承認可決されますと、取締役
は３名（うち、社外取締役１名）となります。
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取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定議案

２．報酬等の内容（ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行要項）
（１）新株予約権の数
　対象取締役に対し割当てる新株予約権の個数は年300個を上限とし、複数の事業年度をインセンティブの対象期間
とする場合には、年300個に対象事業年度を乗じた個数を上限とする。
（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数
　本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。
　なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のう
ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満
の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与
株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数 の調整を行うことができるものとす
る。
（３）新株予約権の払込金額
　本新株予約権１個当たりの払込金額（発行価額）は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権の公正価額
を基準として当社取締役会で定める額とする。
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
（５）新株予約権を行使することができる期間
　新株予約権を割り当てる日の翌日から30年を経過する日までとする。
　ただし、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までとする。
（６）新株予約権の行使の条件
①2029年9月期の事業年度中（2028年10月1日から2029年9月30日）において、当社の１ヶ月間（当日を含む 21
取引日）の時価総額（次式にて算出するものとする）の平均値が一度でも100億円を超過すること。
　　　時価総額＝東京証券取引所における当社株式の終値×当社発行済株式総数
②対象取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から1年
以内に限り、権利を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
④新株予約権１個の一部行使は認めないものとする。
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取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定議案

⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
（７）譲渡による本新株予約権の取得の制限
　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
（８）新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社
が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合に
は取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を
無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記（6）に定める規定により本新株予約権の行使 ができなくなった場合
は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得する
ことができる。
（９）新株予約権のその他の事項
　新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるもの
とする。

以　上
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当事業年度の事業の状況

事業報告 (2024年10月１日から2025年９月30日まで)

1 企業集団の現況

提供書面

(1) 当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、各種政策の効果もあり、雇用や所得環境の改善やインバウンド需要の増
加がみられ、緩やかに景気が回復する動きがみられました。一方、ロシア・ウクライナ情勢の長期化、米国の政権
交代、円安の影響によるエネルギーコスト及び原材料価格の高騰、それに伴う物価の上昇など、景気の動向は依然
として不透明な状況が続いております。
　当社の主力事業が属するインターネット広告市場におきましては、2024年のインターネット広告市場が前年比
9.6％増の３兆6,517億円(株式会社電通「2024年日本の広告費」)となり、高い増加率を継続しております。
2024年７月にGoogleのwebブラウザ「Chrome」における3rd Party Cookieの廃止が取り止めとなったもの
の、その他のブラウザでは既に3rd Party Cookieが利用できない状況に変わりはなく、Cookieを代替するサービ
スである「ポストCookieソリューション」への需要は順調に伸長しております。
　ソリューション毎の経営環境につきましては、マーケティング支援においては、市場環境がAIプラットフォーム
機能の発達やアドテクの効率化、顧客のインハウス化の加速により変化する中で、当社は差別化が難しい運用代行
モデルから、データの価値を軸としたセルフサービス型への事業構造の移行を推進しました。当連結会計年度にお
いてセルフサービス型の売上比率が増加し、人員数に依存せずにスケール可能な収益モデルへの転換が進みまし
た。
　データマネジメント・データアナリティクスについては、プラットフォームを経由したインフラ型の販売への移
行が進んでいることにより、増加トレンドが継続しております。このソリューションは、クライアントの意向に左
右されづらいソリューションとして、安定して売上に寄与しております。特に「ポストCookie」ニーズが堅調で
あり、「Google Ad Manager」との連携が強化されたことによる「IM-UID」を利用した広告配信量の増加が進
んだことにより配信量に応じたデータ利用料の売上が増加しました。また、営業効率を高めるために代理店型の販
売を増やし取引先を集約していることから、アカウント数は横ばい推移となりました。
　成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス「Performance DMP」については、特定の案件への依存度が比較的
低い事業の主力の一つとして安定的に業績に貢献しております。また定期的に不採算案件の見直しを行うことで収
益性が改善しております。
　費用面においては、生成AIを活用した業務効率化が進展したことによりコスト最適化を図り、人件費をはじめと
する販売管理費を抑制しました。
　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,363,631千円（前期比12.3％増）、営業利益227,702千円（同
164.2％増）、経常利益229,450千円（同165.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益153,480千円（同
168.3％増）となりました。
　なお、当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行ってお
りません。

② 設備投資の状況
　重要な設備投資はありません。
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当事業年度の事業の状況

③ 資金調達の状況
　新株予約権の行使により、1,955千円の資金調達を行いました。
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当社が対処すべき課題

①新サービス等の開発体制
　インターネット市場における技術革新のスピードは非常に早く、競合優位性の確保及び事業の拡充を図るため、新サー
ビスの開発、投資を行っております。当該開発に際しては、システム開発の必要性や優秀な人材の拡充が必要となるた
め、迅速な開発が行える体制整備や優秀な開発人材の確保を行ってまいります。

②優秀な人材の確保と教育制度の充実
　当社グループは、今後の成長のために、多様で優秀な人材の確保が不可欠であると認識しております。ソーシャルメデ
ィアの活用等、採用方法の多様化を図り、当社グループの求める専門性や資質を兼ね備えた人材の登用を進めるととも
に、研修制度の充実等、教育体制の整備を進め、人材の定着と能力の底上げを行っていく方針であります。

③内部管理体制の強化
　当社グループは成長段階にあり、業務運営の効率化やリスク管理のための内部管理体制の強化が重要な課題であると考
えております。このため、バックオフィス業務の整備を推進し、経営の公正性・透明性を確保するための内部管理体制強
化に取り組んでまいります。具体的には、業務運営上のリスクを把握してリスク管理を適切に行うこと、定期的な内部監
査の実施によるコンプライアンス体制の強化、監査役監査の実施によるコーポレート・ガバナンス機能の充実などを図っ
ていく方針であります。

④認知度の向上
　当社グループは、これまで広告宣伝活動に頼らず、提供サービスの機能優位性に拠る形での営業活動に専念してまいり
ました。その結果として、現在、幅広い業種、企業に当社グループ製品を導入いただき、継続的な取引による確固たる顧
客基盤の構築を実現することができていると考えております。一方で、更なる成長を続けていく上では、当社グループ及
び当社サービスの認知度を向上させ、新規案件を獲得していくことが重要であると考えております。今後は広告宣伝活動
による積極的な販売促進活動に取り組み、認知度の向上に努める方針であります。

⑤データ利活用に関する環境変化
　「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」という。）の改正や各ブラウザ提供会社の仕様変更によ
り、3rd Party Cookieに対する規制が強化されつつあるように、プライバシー保護の観点からデータの利活用を取り巻
く環境は随時変化しています。
　また、AIの利活用が社会に浸透する中で、アルゴリズムの公平性や生成AIによる情報の真正性・データの出所管理、利
用者プライバシーの保護など、AI活用における透明性・倫理性の確保が社会的要請として高まっています。
　このようなデータの利活用に関する社会情勢を速やかに察知し、環境変化に対応したサービスの開発が迅速に行える体
制整備を行ってまいります。

(2) 対処すべき課題
　当社グループは以下のような経営課題に取り組むことで、サービス領域の拡大及び経営基盤の強化を行っていく方
針であります。
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財産および損益の状況の推移

期　別
区　分

2022年度
第10期

2023年度
第11期

2024年度
第12期

2025年度
第13期

（当連結会計年度）
売 上 高 (千円) 2,800,637 2,982,406 2,995,252 3,363,631
経 常 利 益 (千円) 92,477 139,065 86,492 229,450
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 70,594 100,883 57,205 153,480
1株当たり当期純利益 (円) 21.91 30.77 17.29 47.32
総 資 産 (千円) 1,987,606 2,093,090 2,122,100 2,191,105
純 資 産 (千円) 1,418,366 1,531,158 1,604,302 1,556,453
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 430.36 458.69 474.49 488.52

期　別
区　分

2022年度
第10期

2023年度
第11期

2024年度
第12期

2025年度
第13期

（当事業年度）
売 上 高 (千円) 2,805,992 2,987,806 3,000,652 3,369,024
経 常 利 益 (千円) 101,743 138,571 82,559 223,103
当 期 純 利 益 (千円) 75,411 100,723 54,402 150,118
１株当たり当期純利益 (円) 23.40 30.72 16.45 46.28
総 資 産 (千円) 1,978,654 2,084,573 2,107,807 2,170,086
純 資 産 (千円) 1,409,538 1,522,015 1,589,664 1,535,221
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 433.59 461.83 476.76 489.86

(3) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

② 当社の財産及び損益の状況の推移

14
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重要な親会社および子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先の状況

名称 資本金 当社の議決権比率
（出資比率） 主要な事業内容

クレジットスコア株式会社 29,985千円 95.0％
（51.0％） 金融業界向けデータソリューションの開発

(4) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(5) 主要な事業内容（2025年９月30日現在）

事業 事業内容

データマネジメントプラットフォーム（DMP）事業 データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コ
ンサルティング

(6) 主要な営業所及び工場（2025年９月30日現在）

名称 所在地
本社 東京都港区六本木三丁目５番27号

(7) 従業員の状況（2025年９月30日現在）

従業員数 前連結会計年度末比増減
57名（６名） ２名増（１名減）

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
57名（６名） ２名増（１名減） 31.4歳 ３.6年

①企業集団の従業員の状況

②当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、アルバイトは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 （2025年９月30日現在）

借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 100,000千円

15
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株式の状況

2 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年９月30日現在）

① 発行可能株式総数 普通株式 9,600,000株
② 発行済株式の総数 普通株式 3,120,350株

③ 株主数 2,580名
④ 大株主（上位10名）

株主名
持株数

持株比率
普通株式

株式会社フリークアウト・ホールディングス 1,242,700株 40.1％

簗島　亮次 421,400株 13.6％

株式会社ＳＢＩ証券 73,671株 2.4％

楽天証券株式会社 64,100株 2.1％

株式会社インテージホールディングス 62,000株 2.0％

株式会社ＳＢＩ新生銀行 50,000株 1.6％

ＧＭＯクリック証券株式会社 38,100株 1.2％

松井証券株式会社 26,900株 0.9％

野村證券株式会社 23,000株 0.7％

石井　誠 21,400株 0.7％

（注）新株予約権の権利行使及び譲渡制限付株式等の発行により、発行済株式の総数は24,100株増加しております。また、自
己株式の消却により220,000株減少しております。

 （注）持株比率は自己株式（21,221株）を控除して計算しております。
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新株予約権等の状況

(2) 新株予約権等の状況

名称 第１回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第6回新株予約権

新株予約権の数 2,410個 100個 100個 100個

保有人数
当社取締役（社外取締
役を除く）

１名 １名 １名 １名

新株予約権の目的である株
式の種類と数

普通株式　120,500株
(１個につき50株）

普通株式　10,000株
(１個につき100株）

普通株式　10,000株
(１個につき100株）

普通株式　10,000株
(１個につき100株）

新株予約権の発行価額 無償 無償 無償 無償

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
4,250円

(１株当たり 85円)

新株予約権１個当たり
123,500円

(１株当たり 1,235円)

新株予約権１個当たり
107,700円

(１株当たり 1,077円)

新株予約権１個当たり
63,600円

(１株当たり 636円)

新株予約権の行使期間 2017年12月29日から
2025年12月27日まで

2025年２月14日から
2033年１月19日まで

2026年２月15日から
2034年１月17日まで

2027年２月15日から
2035年１月17日まで

新株予約権の主な行使条件 （注）１ （注）２ （注）３ （注）４

①当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の
状況

（注）１．第１回新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、

監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
③本新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。

２．第４回新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、

監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
③本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価格の年間（１月１日から12月31日まで）の合計額は、1,200万円を

超えてはならない。
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新株予約権等の状況

３．第５回新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、

監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
③本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価格の年間（１月１日から12月31日まで）の合計額は、1,200万円を

超えてはならない。

４．第６回新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、

監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
③本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価格の年間（１月１日から12月31日まで）の合計額は、1,200万円を

超えてはならない。

②当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

18



2025/11/25 12:13:07 / 25267018_株式会社インティメート・マージャー_招集通知_電子提供措置用

会社役員に関する事項

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 簗　島　亮　次

データビジネス事業本部長
コーポレート・コミュニケーション室長
管理本部長
クレジットスコア株式会社 代表取締役社長

取締役 木　村　祐　一 開発本部長
クレジットスコア株式会社 取締役

取締役 永　田　暁　彦
合同会社リアルテックジャパン 代表業務執行役
サグリ株式会社 社外取締役
UntroD Capital Japan株式会社 代表取締役社長

取締役 寺　門　峻　佑

TMI総合法律事務所 パートナー
TMIプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社 取締役
滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー
RIZAPグループ株式会社 社外取締役監査等委員
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技
術委員
一橋大学法科大学院兼任教員（ワールド・ビジネス・ロー）

常勤監査役 石 沢　美 穂 子

監査役 横 山　幸 太 郎

株式会社BeGoodJapan 取締役
みんなのマーケット株式会社 監査役
WOVN Technologies株式会社 監査役
株式会社ファイブアローズ 取締役

監査役 大　杉　　　泉

大杉公認会計士事務所 所長
一般社団法人 日本スタートアップ監査役等協会 理事
株式会社マイビジョン 監査役
株式会社mento 監査役
日本公認会計士協会 神奈川県会 副会長
株式会社へラルボニー 監査役

(3) 会社役員に関する事項
① 取締役及び監査役の状況（2025年9月30日現在）

（注）１．取締役永田 暁彦氏、寺門 峻佑氏は、社外取締役であります。
２．監査役石沢 美穂子氏、大杉 泉氏は、社外監査役であります。
３．監査役石沢 美穂子氏、大杉 泉氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
４．取締役永田 暁彦氏、寺門 峻佑氏、監査役石沢 美穂子氏、大杉 泉氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員に関する事項

② 責任限定契約の内容の概要
　取締役永田暁彦氏、寺門峻佑氏、監査役石沢美穂子氏、横山幸太郎氏及び大杉泉氏は当社と会社法第423条第１
項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額
となります。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担してお
りません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を
受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等が塡補されることとなります。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が利益または便宜の提供を違
法に得た場合や犯罪行為または法令違反行為であることを認識して行った場合には塡補の対象としないこととして
おります。

④ 取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2024年12月20日開催の取締役会において決議されました、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる
決定方針に基づき、各取締役の個人別の報酬等の内容・額については、任意の指名・報酬委員会に諮問し答申を受
けて、取締役会で決定しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定され
た報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもので
あると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ａ．基本方針

　当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むインセンティブとなる報酬体系としつつ、個々の取
締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務
執行取締役の報酬を、金銭報酬である基本報酬と業績連動報酬、及び、非金銭報酬であるストックオプション
により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
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会社役員に関する事項

区　　分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

53,591千円
(5,250千円)

44,350千円
(5,250千円)

3,060千円
(－)

6,181千円
(－)

４名
(２名)

監　査　役
（うち社外監査役）

16,200千円
(12,600千円)

16,200千円
(12,600千円)

－
(－)

－
(－)

３名
(２名)

合　　　計
（うち社外役員）

69,791千円
(17,850千円)

60,550千円
(17,850千円)

3,060千円
(－)

6,181千円
(－)

７名
(４名)

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、金銭による毎月の固定報酬とし、その額は、役位、職責、管掌範囲、他社水
準、当社の業績等を総合的に勘案し、株主総会にて定められた報酬限度額の範囲内で決定するものとする。

ｃ．業績連動報酬等の内容及び額の算定方法決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
を含む。）

　当社の取締役の業績連動報酬等は、業績及び株価向上に対する意識を高めるため、事業年度毎の経営目標に
照らして、各取締役の職責を勘案した評価指標を設定し、その達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定
の時期に支給する。なお、業績連動報酬の金額は、基本報酬、役位、業績等を総合的に勘案して決定するもの
とする。

ｄ．非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む。）

　非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する
意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行う。各取締役への各事業年度における
付与の総額及び付与の割合については、役位、職責、在任年数等を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市
場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案し、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬等の上
限額の範囲内において決定するものとする。

ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬については、取締役会が、指名報酬委員会へ諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏
まえその具体的内容を決定する。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．2019年６月14日の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年
額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、３名（うち社外取締役は１名）、監
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会社役員に関する事項

区分 氏名 主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 永田　暁彦
当事業年度に開催された取締役会15回全てに出席し、企業経営・事業戦略・組織運
営などに関する豊富な経験と高い見地から発言を適宜行っており、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役 寺門　峻佑
当事業年度に開催された取締役会15回全てに出席し、弁護士としての高い専門知識
と豊富な経験を有し、法的な観点から発言を適宜行っており、意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外監査役 石沢　美穂子

当事業年度に開催された取締役会15回全て、監査役会14回全てに出席し、公認会
計士としての会計・監査に関する高い専門知識とテック系企業における監査役の経
験に基づき常勤監査役として、取締役会及び監査役会において、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

社外監査役 大杉　　泉

当事業年度に開催された取締役会15回全て、監査役会14回全てに出席し、主に公
認会計士として培ってきた豊富な経験と専門的見地から、取締役会及び監査役会に
おいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行って
おります。

査役の員数は、３名（うち社外監査役２名）です。また、基本報酬枠とは別枠で、2022年12月21日開催の第10期
定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報
酬等として年額50百万円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は２名です。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．社外役員の重要な兼職先との関係

　社外役員の重要な兼職先は、①取締役及び監査役の状況に記載のとおりであり、各兼職先と当社との間に特
別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,200千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 16,200千円

(4) 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称　　　和泉監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計
額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどう
かについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、監査
役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の監査品質、職務遂行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適
切であると判断した場合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2025年９月30日現在） (単位：千円)

科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

契約資産

貯蔵品

その他

固定資産

有形固定資産

建物

建物減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品
減価償却累計額

投資その他の資産

繰延税金資産

その他　

2,112,365

1,625,786

462,190

6,208

513

17,667

78,739

6,638

30,225

△ 24,578

9,064

△ 8,073

72,100

22,132

49,968 　

流動負債 546,329

買掛金 314,580

１年内返済予定の長期借入金 19,992

未払法人税等 71,460

契約負債 2,134

賞与引当金 25,109

その他 113,052

固定負債 88,322

長期借入金 80,008

資産除去債務 6,300

その他 2,014

負債合計 634,651

純資産の部

株主資本 1,513,972

資本金 478,170

資本剰余金 458,170

利益剰余金 596,314

自己株式 △ 18,681

新株予約権 17,089

非支配株主持分 25,390

純資産合計 1,556,453

資産合計 2,191,105 負債純資産合計 2,191,105

連結計算書類

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） (単位：千円)

科目 金額

売上高 3,363,631
売上原価 2,477,015
売上総利益 886,616
販売費及び一般管理費 658,913
営業利益 227,702
営業外収益
受取利息 2,320
ポイント還元収入 1,166
消耗品売却収入 68
その他 98 3,654
営業外費用
支払利息 1,149
支払手数料 646
その他 110 1,907
経常利益 229,450
税金等調整前当期純利益 229,450
法人税、住民税及び事業税 77,911
法人税等調整額 △5,172 72,738
当期純利益 156,711
非支配株主に帰属する当期純利益 3,230
親会社株主に帰属する当期純利益 153,480

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸借対照表 （2025年９月30日現在） (単位：千円)

科目 金額      科目 金額
資産の部 負債の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

契約資産

貯蔵品

前払費用

その他

固定資産

有形固定資産

建物

建物減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品
減価償却累計額

投資その他の資産

関係会社株式

長期前払費用

繰延税金資産

その他　

2,064,931

1,577,835

462,684

6,208

513

17,243

446

105,154

6,638

30,225

△24,578

9,064

△8,073

98,516

30,585

5,681

19,962

42,286 　

流動負債 546,542
買掛金 315,747
１年内返済予定の長期借入金 19,992
未払金 61,701
未払法人税等 71,280
未払消費税等 35,848
契約負債 2,134
預り金 3,232
賞与引当金 25,109
その他 11,496

固定負債 88,322
長期借入金 80,008
資産除去債務 6,300
その他 2,014

負債合計 634,864
純資産の部

株主資本 1,518,131
資本金 478,170
資本剰余金 458,170

資本準備金 458,170
利益剰余金 600,473

その他利益剰余金 600,473
　繰越利益剰余金 600,473
自己株式 △18,681
新株予約権 17,089
純資産合計 1,535,221

資産合計 2,170,086 負債・純資産合計 2,170,086

計算書類

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） (単位：千円)

科目 金額

売上高 3,369,024

売上原価 2,490,813

売上総利益 878,210

販売費及び一般管理費 657,181

営業利益 221,029

営業外収益

受取利息 2,258

ポイント還元収入 1,166

消耗品売却収入 68

その他 458 3,951

営業外費用

支払利息 1,149

支払手数料 646

その他 80 1,877

経常利益 223,103

税引前当期純利益 223,103

法人税、住民税及び事業税 77,731

法人税等調整額 △4,745 72,985

当期純利益 150,118
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

和泉監査法人
東京都新宿区
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石田　真也
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大橋　徹也

独立監査人の監査報告書
2025年11月18日

株式会社インティメート・マージャ―
取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社インティメート・マージャーの2024年10月１日から2025年９
月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社インテ
ィメート・マージャー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・  連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・  経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
・  連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
・  連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

和泉監査法人
東京都新宿区
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石田　真也
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大橋　徹也

独立監査人の監査報告書
2025年11月18日

株式会社インティメート・マージャー
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社インティメート・マージャーの2024年10月１日から
2025年９月30日までの第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・  計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・  経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・  計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第13期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け

るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人和泉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人和泉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月19日

株式会社インティメート・マージャー　監査役会

常勤監査役 石沢　美穂子 ㊞
監査役 横山　幸太郎 ㊞
監査役 大 杉 　 泉 ㊞

　
(注) 常勤監査役石沢美穂子及び監査役大杉泉は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以　上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


